
第３段階② 1,310円 1,360円

820円 390円

介　護　度 段　　　階 負　担　割　合 介護ｻｰﾋﾞｽ費

(ユニット型)　　入　所　者　様　の　必　要　経　費　　め　や　す
食　　費 居 住 費 合　　　計

63,794円

133,265円
109,054円42,160円

要介護１

第２段階

１割負担 26,284円

12,090円

２割負担 52,568円 44,795円

第３段階①
25,420円

第４段階
44,795円 62,186円

第３段階② 40,610円

３割負担 78,852円 44,795円 62,186円
62,186円 159,549円

185,833円

62,186円 135,638円
要介護２

第２段階

１割負担 28,657円

12,090円 25,420円 66,167円

第４段階
44,795円

第３段階② 42,160円 40,610円 111,427円

２割負担 57,314円 44,795円 62,186円 164,295円
３割負担 85,971円 44,795円 62,186円 192,952円

68,715円

138,186円
42,160円

要介護３

第２段階

１割負担 31,205円

12,090円 25,420円

第４段階
44,795円 62,186円

第３段階② 40,610円 113,975円

２割負担 62,410円 44,795円 62,186円 169,391円
３割負担 93,615円 44,795円 62,186円 200,596円

44,795円
要介護４

第２段階

１割負担 33,614円

12,090円 25,420円 71,124円

第４段階
62,186円 140,595円

第３段階② 42,160円 40,610円 116,384円

２割負担 67,228円 44,795円 62,186円 174,209円
３割負担 100,842円 44,795円 62,186円 207,823円

73,463円

142,934円
42,160円

第４段階
44,795円 62,186円

第３段階②

２割負担 71,906円 44,795円

35,953円

12,090円 25,420円

令和04年10月01日　改訂

40,610円 118,723円

62,186円 178,887円

・標準負担額減額制度

３割負担 107,859円 44,795円 62,186円 214,840円

要介護５

第２段階

１割負担

居　住　費 食　事　代 食　　事　　代

第４段階 2,006円 1,445円 朝 385円

第３段階① 1,310円 650円 晩 530円
昼

一日の上限負担額

530円

（1ヶ月　31日計算）

20,150円 40,610円 87,044円

第３段階① 20,150円 40,610円 89,417円

第３段階① 20,150円 40,610円 91,965円

第３段階① 20,150円 40,610円 94,374円

第３段階① 20,150円 40,610円 96,713円

第２段階

第１段階 820円 300円

（ （

（ （

（ （

・入所初日に限り、安全対策体制書加算（20円/入所日）が算定されます。
※加算については職員の体制状況やご利用者の状態等により変動がありますのでご了解下さい。

介護職員等特定処遇改善Ⅰ （1ヶ月のサービス単位数合計の2.7%）

上記料金表には下記の加算内容を含まれています　※1割負担の場合

／

3円

13円）

46円日常生活継続支援加算 認知症専門ケア加算Ⅰ

看護体制加算Ⅰ 看護体制加算Ⅱ（イ）

日

／ 日

／ 日 ／ 日

日夜勤職員配置加算Ⅳ（イ）

加算名 加算名

／ 日

33円

6円

／）

）

金額 金額

介護職員処遇改善加算Ⅰ （1ヶ月のサービス単位数合計の8.3%）

介護職員等ベースアップ等支援加算（1ヶ月のサービス単位数合計の1.6%）

）

）

）



・高額介護サービス費制度

24,600円（世帯）

15,000円（個人）

140,100円（世帯）

93,000円（世帯）

44,000円（世帯）

負担の上限(月額）

24,600円（世帯）

市町村民税課税～課税所得380万円（年収約770万円）未満

世帯の全員が市町村民税を課税されていない方

課税所得690万円以上（年収約1,160万円）以上

課税所得380万円以上（年収約770万円）以上～課税所得690万円以上（年収約1,160万円）

区　　　　　　　分

・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等

生活保護を受給している方等 15,000円（世帯）


